
乳幼児・妊産婦希望者

成人の希望者

14：00～16：00

　9：30～11：00
13：20～14：00
9：30～11：00

木
金
金

火

19日

3日

12日

長尾保健センター
津田公民館北山分館
志度保健センター

5日
20日
27日

火

17日 長尾支所2階 希望者

予約制31日

6日
9日

13日
20日
25日

金
月
金
金
水

12：45～13：15受付

12：30～13：00受付

12：30～13：00受付

津田保健センター

津田保健センター

津田保健センター

平成30年3月生まれ

平成28年12月生まれ

平成26年12月生まれ

木

火

木

大川保健センター

平成27年12月生まれ市内委託医療機関にて受診7月

9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00

志度保健センター
寒川児童ふれあいセンター
大川町児童館　※
津田保健センター
長尾保健センター

●3～4カ月児健診（津田保健センター）

●1歳6カ月児健診（津田保健センター)

●3歳児健診（津田保健センター）

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

●2歳児歯科健診

●こども相談（発達や育児についての個別相談）

●健康相談

●栄養相談

保
健
だ
よ
り

月7

※歯科相談があります(13日大川町児童館のみ）

【問】国保･健康課(長尾支所2階)　☎（0879）52-2518

幼児希望者
（ご希望の方は事前にご連絡ください。）

【問・申】国保･健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518

【問】幼保連携推進室　☎(0879)52-2522
【問】 子育て支援課 ☎（0879）52-2517
 国保・健康課（長尾支所2階） ☎（0879）52-2518

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」
民生委員・児童委員が訪問します。

☆乳児（生後4か月頃まで）のいるすべてのご家庭が対象です。

◇お住まいの地区の民生委員・児童委員が、おめでとうの
気持ちとともに子育てに役立つ冊子「すくすくファイル
さぬきッズ」や記念品をご家庭までお届けに伺います。

◇育児に関する不安や悩みの相談にも応じています。
◆（お願い）出生届け時に市役所・各支所窓口でお渡しして

いる、『出生児連絡届』を必ず提出してください。

　安心して出産・育児ができるように、妊娠中の生
活や出産・育児などについての教室を開催します。
ぜひ、ご夫婦でご参加ください。

私たちが日常的に赤ちゃんにやさしく触れて語りか
けている行為をタッチケアと呼びます。母と子の結び
つきを強め、赤ちゃんの発達を促すものです。

タッチケアをしている間は心
が通じ合う何かホッとする時間。
赤ちゃんだけでなく、親にとって
も心が安らぐ楽しいひとときを一
緒に過ごしてみませんか？

○実 施 場 所 ：津田保健センター　2階
○対 象 者 ：市内に居住する妊婦とその家族
○持参するもの ：母子手帳
※1回のみの参加も可能です。参加を希望される方は、さぬき市国保・健

康課へ参加希望日の2日前までにお申込みください。
　（定員になり次第締め切ります）

○内容・日時　＊１コース2回
日　時 内　容 スタッフ お知らせ

①

②

7月22日(日)
9:30～12:00

・歯科健診
・妊娠中の生活について
・お産・母乳について
・妊婦体操　・妊婦体験

・沐浴体験
・妊婦体験
・さぬき市の母子保健

サービスについて

8月5日(日)
9:45～12:00

歯科医師
助産師
保健師

保健師

●１回目は動
きやすい服
装でお越し
ください。

●母子手帳は
毎回ご持参
ください。

パパママ教室のご案内

7月24日（火）13:30～15:00

津田保健センター

乳児（2ヶ月児～）とその保護者

15名（要予約）

タッチケアについての説明、実施、個別
指導、身体計測、助産師による母乳ケア

母子手帳、バスタオル１枚

実 施 日 時

実 施 場 所

対 象 者

募 集 人 数

内 　 　 容

持参するもの

預かり保育児の保育（随時）
幼稚園の通常教育時間終了後、長期休業日など
保育士資格または幼・小・中・高いずれかの教員免許
★なお、香川県「子育て支援員研修」を履修し、子育

て支援員に認定された方や近い
将来、子育て支援現場で働く意志
のある方(学生)等も大歓迎です。

時給820～920円、労災保険有

業務内容
勤務日・時間
資格要件

勤務条件

※参加を希望される方は、さぬき市国保・健康課へ前日ま
でにお申込みください。（定員になり次第締め切ります）

さぬき市立幼稚園預かり保育の
登録制指導員を募集します

タッチケア教室のご案内

★

※その他、申込方法、申込先等の詳細について
は、下記までお問い合わせください。

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　さぬき市へ転入された方で90か月（7歳6か月）未満のお子さまの保護者の方は、今までに受けている予防接種についてご連絡を
ください。予防接種の種類によっては、通知の時期を過ぎている場合がありますので、必ずご連絡をお願いします。
　90か月以上～高校３年生相当年齢の方についても、公費（無料）で接種できる場合がありますので、国保・健康課までご連絡をお願いします。

　長期にわたり療養を必要とする疾病で予防接種を受けられなかった方が、回復後2年以内に接種する場合には、定期接種として認
められる場合があります。
　対象となる疾病の種類や対象年齢等については、国保・健康課までお問い合わせください。

長期療養のため定期接種を受けられなかった方へ

高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種について

■対 象 者 ①平成30年度に次の年齢となる方

■接種期間　平成30年6月1日（金）から平成31年3月31日（日）まで
■接種回数　1回　※過去に成人用肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことがある方は、対象外となります。

■自己負担　2,500円（接種した医療機関でお支払いください。）
　　　　　　※市民税非課税世帯および生活保護法による被保護世帯に属する方は、免除制度があります。

　高齢者の肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎を予防するためのワクチンです。下記内容をご確認いただき、医療機関へご
予約の手続をお願いします。
※①の対象者の方には、５月下旬に予診票を発送しています。
　また、②に該当される方で接種をご希望になる方は、国保・健康課までご連絡ください。

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器機能の身体障害者手帳１級を保持する方またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方

65歳
70歳
75歳
80歳

昭和28年4月2日生～昭和29年4月１日生の方
昭和23年4月2日生～昭和24年4月１日生の方
昭和18年4月2日生～昭和19年4月１日生の方
昭和13年4月2日生～昭和14年4月１日生の方

85歳
90歳
95歳

100歳

昭和8年4月2日生～昭和9年4月１日生の方
昭和3年4月2日生～昭和4年4月１日生の方
大正12年4月2日生～大正13年4月１日生の方
大正7年4月2日生～大正8年4月１日生の方

対象生年月日年齢 対象生年月日年齢

日
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年
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枚
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成
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年
度
の
免
除
は
、平
成
30

年
7
月
2
日
よ
り
受
付
開
始
と
な
り
ま
す
。

【
問
】高
松
東
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
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課
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2
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国
民
年
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保
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料

免
除
申
請
に
つ
い
て

【問･申】高松東年金事務所お客様相談室
　　　 （平日8：30～17：15） ☎（087）861-3866

【問】国保・健康課(長尾支所2階)　☎(0879)52-2518

年金手帳、年金証書、印鑑等をお持ちくださ
い。（代理人がお越しになる場合は委任状が
必要となる場合があります）
＊予約制ですので、事前に高松東年金事務

所までご連絡ください。

6月26日（火）10：00～15：00
　　　　　  津田支所１階新会議室

7月26日（木）10：00～15：00
　　　  市役所本庁附属棟多目的室

年金事務所の出張年金相談 予約制

運転免許証等の本人確認書類、基礎年金番
号がわかる年金手帳、年金証書、印鑑等をお
持ちください。

（代理人がお越しになる場合は委任状と委
任状に押印した印鑑が必要となります）

【問】街角の年金相談センター高松オフィス
　　（平日8：30～17：15） ☎（087）811-6020

7月17日（火）10：00～15：00
　　　   寒川公民館1階第3会議室

街角の年金相談センター
の年金相談

　「日本肝炎デー（7月28日）」を含
む月曜日から日曜日までの1週間
は、「肝臓週間」です。集団予防接種
等によるＢ型肝炎ウイルスに感染
された被害者に対する救済手続き
の説明会を、下記のとおり開催致し
ます。説明会では、弁護団所属の弁
護士が手続きの概要等について説
明し、個別のご相談にも応じます。
救済手続きへの参加を検討されて
いる方、手続きについて質問があ
る方、是非、ご参加下さい。
　上記日程以外の説明会について
も、随時、弁護団のホームページ

（http://bkan-kagawa.info/）でお知
らせしていますので、ご参照下さい。
　説明会への参加が難しい場合に
は、説明会でお配りする資料を郵
送することも可能です。詳しくは、
下記までお問い合わせ下さい。

Ｂ型肝炎感染被害に
おける救済手続説明会

★

転入された方へ

予約
不要

【問】全国Ｂ型肝炎訴訟広島弁護団事務局
☎フリーダイヤル（0120）10‒6589

平成30年7月28日（土）
午後1時30分から（受付14時30分まで）
平成30年7月29日（日）
午前10時から（受付11時まで）

サンポートホール高松 66会議室 
（高松市サンポート2－1）

日 時

場 所

健康
子育て
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